
平
成
十
九
年
十
一
月
十
二
日
提
出

質

問

第

二

〇

七

号

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
及
び
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
「
不
朽
の
自
由
作
戦
」
（
Ｏ
Ｅ
Ｆ
）
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る

活
動
と
国
際
法
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
及
び
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
「
不
朽
の
自
由
作
戦
」
（
Ｏ
Ｅ
Ｆ
）
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る

活
動
と
国
際
法
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
一
〇
月
七
日
、
米
軍
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
対
し
て
自
衛
権
の
行
使
を
理
由
に
「
不
朽
の
自
由
作
戦
」
（
以
下

Ｏ
Ｅ
Ｆ
と
言
う
。
）
に
よ
る
攻
撃
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
、
そ
の
他
の
諸
国
は
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
こ

の
作
戦
に
参
加
し
た
。
日
本
政
府
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
で
は
な
く
「
海
上
阻
止
行
動
」
（
以
下
Ｏ
Ｅ
Ｆ－

Ｍ
Ｉ
Ｏ
と
言

う
。
）
に
「
テ
ロ
特
措
法
」
を
も
っ
て
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
ボ
ン
合
意
に
よ
っ
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
暫
定
政
権
が
樹
立
さ
れ

て
か
ら
も
そ
の
Ｏ
Ｅ
Ｆ
は
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
Ｏ
Ｅ
Ｆ
活
動
の
国
際
法
上
の
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
国
際
法

に
則
っ
た
戦
闘
で
あ
れ
ば
当
然
保
護
さ
れ
る
べ
き
捕
虜
や
被
害
者
の
権
利
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ

る
。
よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。

�

二
〇
〇
一
年
一
〇
月
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
で
開
始
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｆ
活
動
に
つ
い
て
、
こ
の
開
始
時
点
か
ら
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
に
カ
ル
ザ
イ
暫
定
政
権
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
以
下
の
各
国
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
（
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日

に
署
名
さ
れ
た
四
条
約
及
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
追
加
議
定
書
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
る
と
日
本
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
各
国
の
認
識
な
い
し
日
本
政
府
が
承
知
し
て
い
る
内
容
を
示
す
文
書

一



が
あ
れ
ば
そ
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

米
国

（
�
）

そ
の
他
の
参
加
国

�

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
で
行
わ
れ
て
い
る
Ｏ
Ｅ
Ｆ
活
動
に
つ
い
て
、
カ
ル
ザ
イ
暫
定
政
権
が
成
立
し
て
以
降
、
現
在
に
至

る
ま
で
、
以
下
の
各
国
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
と
日
本
政
府
は
承
知

し
て
い
る
か
。
ま
た
、
各
国
の
認
識
な
い
し
日
本
政
府
が
承
知
し
て
い
る
内
容
を
示
す
文
書
が
あ
れ
ば
そ
の
概
要
を
説
明
さ

れ
た
い
。

（
�
）

米
国

（
�
）

そ
の
他
の
参
加
国

�

イ
ン
ド
洋
で
行
わ
れ
て
い
る
Ｏ
Ｅ
Ｆ－

Ｍ
Ｉ
Ｏ
に
つ
い
て
、
現
在
、
以
下
の
各
国
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
適
用
の
有
無

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
と
日
本
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
各
国
の
認
識
な
い
し
日
本
政
府
が
承
知

し
て
い
る
内
容
を
示
す
文
書
が
あ
れ
ば
そ
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

米
国

二



（
�
）

そ
の
他
の
参
加
国

�

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
で
行
わ
れ
る
Ｏ
Ｅ
Ｆ
活
動
に
よ
っ
て
、
生
命
・
身
体
・
財
産
を
不
当
に
奪
わ
れ
、
あ
る
い
は
毀
損

さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
民
は
、
そ
の
被
害
に
対
し
て
、
以
下
の
各
国
政
府
（
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て
は
、
当
該

国
の
軍
隊
が
当
該
被
害
を
惹
起
し
た
場
合
）
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
救
済
を
求
め
う
る
場
合
に
は
、
そ
の
根

拠
と
な
る
法
規
範
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
法
、
国
際
条
約
、
二
国
間
条
約
そ
の
他
の
国
際
法
等
）
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

救
済
の
内
容
（
民
事
損
害
賠
償
、
民
事
補
償
、
刑
事
処
罰
等
）
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
法
規
範
の

内
容
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府

（
�
）

米
国
政
府

（
�
）

そ
の
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｆ
参
加
国
政
府

�

現
在
、
米
国
が
Ｏ
Ｅ
Ｆ
活
動
を
行
う
根
拠
は
、
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
同
意
に
基
づ
い
て
、
同
国
の
警
察
当
局
等
の
機
関

が
そ
の
任
務
の
一
環
と
し
て
行
う
べ
き
治
安
の
回
復
及
び
維
持
の
た
め
の
活
動
の
一
部
を
補
完
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
と
観

念
さ
れ
る
」
と
日
本
政
府
は
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
と
米
国
政
府
と
の
間
で
協
定
書
、

三



口
上
書
又
は
そ
の
他
の
書
面
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


